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(資料可)

予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による
健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改
正する法律 (改正予防接種法)案等の概要について



改正予防接種法に基づく新たな臨時接種の実施について

経 緯

○ 昨年4月 、新型インフルエンザ (A/HlNl)を感染症法に基づく「新型インフルエンザ」と位置付け。

O現 行予防接種法の臨時接種は、疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、被接種者等に
接種の努力義務を課し、公的な接種勧奨のもと、予防接種を実施するもの。

ヽ

新型インフルエンザ(A/HlNl)は、感染力は高いが、季節性インフルエンザと l
同程度の病原性であることから、予防接種を行う際に、被接種者it接種の努力 |
義務を課す必要性は認められなかった。                  1

ヽ ― ― _______― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
′

○ 事態の緊急性にかんがみ、そのまん延防止のため、臨時応急的な措置として、昨年lo月 から、
国を実施主体とする予防接種 (低所得者の費用負担減免については国庫補助事業)を実施。併せ
て、特別措置法を制定し、健康被害救済等に係る規定を整備。

O住 民に身近で、予防接種実務に精通した市町村が、法律に基づき安定的に予防接種を実施でき
るよう、予防接種法等の改正案を先般の通常国会に提出。

′

:

l

l

t

◎予防接種法 (昭和23年法律第68号)【改正案】
第6条 第3項 厚生労働大臣は、二類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大
臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定し
て、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示すること
ができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、
当該市町村長に対し、必要な協力をするもあとする。



予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する

法改正の目的 特別措置法の一部を改正する法律案の概要

当面の緊急措置として、今回の「新型インフルエンザ(A/HlNl)」及び今後これと同等の新たな「病原性の高くない新型インフルエ
ンザ」が発生した場合の予防接種対応を万全にする。

法改正の主な内容

0基本的な枠組み

※本改正施行に伴い現在の新型インフルエンザ(A/HlNl)ワ クチン接種事業を廃止し、この枠組みに移行
都道府県の協力のもと、住民に身近で、かつ、インフルエンザ予防接種の実務に精通した市町村が実施
個 はワクチンの供給等について必要な措置を講ずる)

対象者に接種を受ける

Q鮮庫諄青救済のFi b・付水準のコIき上げ〈政令事項■|:

公的関与の程度を踏まえ「

引き上げ (現行の臨時接種等と二類定期接種との間の水準)。 併せ

実費徴収

低所得者を除き、接種対象者から実費徴収可能

:

:

:

:

1新型インフルエンザ

| ワクチン接種事業

1 新たな臨時接種

○費用負担割合

接種費用 (低所得者の減免分)・ 健康被害救済に関し
・国1/2、 都道府県1/4、 市町村1/4

2.国の責任によるワタチン確保 : 政府は、新型インフルエンザワクチンの確保のため、特例承認を受けた製造販売業者と損
失補償契約を締結できることとする。(5年間の時限措置)

3.施行期日 :1については公布の日から起算して3月 を超えない範囲において政令で定める日、2については公布日

そのほか、新型インフルエンザに係る定期接種を、高齢者以外を対象に実施できるようにする。(新たな臨時接種が終了した際に、定期接種に移行するか半り断)

て予防接種の在り方等の総 の規定に係る5年以



予防接種法施行令及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等
に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案の概要

1政令尊
=の

目的i

予防接種法等改正法案の一部施行に伴い、予防接種による健康被害の救済のための給付(以下「給付」という。)の額など給付に
関して必要な事項等を定める。

政令改正の主な内容

・公的関与の程度を踏まえ壁 型∠≧フルエンザ(A/Hl Nl)ワクチン接種事業」(二類定期接種(季節性インフルエンザ)並み)より給量丞準を
引き上げ (現行の臨時接種等と二類定期接種との間の水準)。 併せて特別措置法の健康被害救済の給付水準もさかのぼつて引き上げ。

障害児養育
年金 (年額 )

1級 153万円 119万円 85万円

2級 123万円 95万円 68万円

障害年金
(年額)

1級 490万 円 381万 円 272万 円

2級 392万 円 305万 円 218万 円

3級 294万円 229万 円

死亡時の給付

死亡一時金
4,280万 円

死亡一時金
【被害者が生計維持者の場合】

3,330万 円

【被害者が生計維持者以墜の場合】
2,497万 円

【被害者が生計維持者の場合】
遺族年金   238万 円
(最長10年分 2,378万 円)

【被害者が生計維持者塑 の場合】
遺族一時金 714万円

注1)金額は千の位を四捨五入して示した。
注2)現行の臨時接種及び―類疾病の定期接種並びに新たな臨時接種及び改正後の特別措置法の障害児養育年金及び障害年金については、上表とは

別に介護加算(1級 :84万円、

`  2級 :56万円)がある。また、特別児童扶養手当、障害基礎年金等を受給している場合併給調整がある。
注3)医療費、医療手当、葬祭料は同じ額なため省略している(ただし、二類疾病の定期接種等は通院は対象外)。

公布の日から起算して3月 を超えない範囲において政令で定める日 (法律の1.と同日)



予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等
に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議経過

(平成22年 第174回通常国会)

3月 12日 (」≧) 閣議決定・法案提出(閣法第54号 )

4月 5日 (月 ) (参 )厚労委に付託

4月 6日 (火 ) (参)厚労委 ‐提案理由説明

4月 8日 (本 ) (参)厚労委 質疑(4時間40分 )

4月 13日 (火 )
(参 )厚労委1買1疑 (4時間)r採決
【採決結果】賛‐成多数で可決

4月 14日 (列K)
(参 )本会議 採決
【採決結果】賛成150、 反対67で可決

5月 25日 (火 ) (衆 )厚労委に付託

6月 16日 (冽K)
第174通常国会開会
→ 閉会中審査ヘ



(資料2)

平成22年度新型インフルエンザ
ワクチン接種について(案 )

□現在、検討中の案であり、地方公共団体において早急に準備を進めて

いただく観点から提示するもの。

・今後、地方公共団体からのご意見等を踏まえ、変更する場合がある。



201o年秋冬にかけて インフルエンザーの 見通レ①

①日本の流行状況(平成21～22年 週別発生状況)

定点あたり報告数
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流行入り 資料 :感染症発生動向調査 (全国およそ5000の定点医療機関 (4ヽ児科およそ3000、 内科およそ2000)か らの報告 )
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②オーストラリアの流行状況(平成22年 週別発生状況)
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2009/10年の季節性インフルエンザワクチン
(3つの株が混合され.たo価 7.クチン)・ .

<2010/11年>
<WHO>
A/HlNl(ソ連型)から
A/HlNl(新  型)に

推奨株を変更

A/H3N2 A/Hl Nl
ソ連型

:

新型インフルエンザ (A/HlNl)を含めた「3価ワクチン」を製造

「0価ワクチン」を製造するメリーット

○垂璧理婁卑藝墨並劃臼二L種埜豊」箇島菫夏劃盪L負担が量量亜聾墾塾重狂
← 1価 (新型)ワ クチンと2価 (季節性)ワ クチンとを合計2回接種するより、31面を1回接種するほうが、負担が少ない。

○「2価 (季節性)ワ クチン+1価 (新型)ワクチン」など、複数種類のワクチンを製造する場合と比べ、全体と
してみた場合の生産効率は最も良い。

※高齢者については、季節性インフルエシザ・新型インフルエンザ (A/HlNl)の 両方に対する3価ワ
クチンの接種が原則となる。
(出典)平成22年 3月 15日厚生科学審議会感染症部会予防接種部会資料



10月 以降の新型インフルエンザワクチン接種について(案 )

予防接種法等の改正案については、現時点において、成立の見込み・時期が不明であるため、lo月 以
降も、国の新型インフルエンザ (A/HlNl)ワクチン接種事業を実施する。今後、臨時国会において法案が
成立した場合には、市町村等における準備期間を考慮して、接種シーズン途中から新たな臨時接種 (以下
「新臨時接種」)を実施する。このため、新臨時接種への移行を前提とした新たな新型インフルエンザ
AノHlNl)ワ クチン接種事業を開始。
r― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ■

～今後のスケジュール～
:

:

17月 28日  新型インフルエンザ対策担当課長会議
:

l

8  :8～ 9月  市町村等における準備期間
:

19月 30日  現行新型インフルエンザ (A/HlNl)ヮ クチンの接種に関する事業終了  |
: l

110F]1 日
:

:

l

i

新たな新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチンの接種に関する事業実施要 |

綱施行                              :
平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業交付要綱改定    |

:

|○月○日  新臨時接種の疾病の定め (厚生労働大臣告示)

新臨時接種の指示 (厚生労働大臣→ (都道府県知事)→市町村長)

:

:○月○日  新臨時接種の開始 (現行ワクチン接種事業の終了)
:※改正法案施行後 1か月程度                                           l
L___…

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … “
― ― ― ― ―

… … … … …
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インフルエンザワクチン 重の法的位置付け(案 )

新臨時接種が実施された場合、高齢者(3価ワクチン)については、予防接種法第3条
第1項に基づく「定期接種」と、改正法案第6条第3項に基づく「臨時接種」としての性格を
併せもつこととなる。

高齢者以外

3価ワクチン

法的位置
付け

新臨時接種
(A/HlNl)

実施主体 市町村

財源

国1/2

都道府県1/4

市町村1/4

高齢者

3価ワクチン

法的位置

付け

二類定期接種
(A/H3N2、 B翌1)

新臨時接種
(A/HlNl)

国1/2

都道府県1/4

市町村1/4

低所得者負担軽減に要する費用負担については、現在調整中。



10月 以降の新型インフルエンザワクチン接種事業の概要 (案 )

1実施主体  国

２

　

３

　

４

※新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチンの接種に関する事業実施要綱に基づく

対象者   すべての国民 (優先接種対象者は定めない)

接種期間  10月 1日 ～新臨時接種開始時 (別途厚生労働大臣が指示)

接種費用  市町村が設定 (新臨時接種に移行するという前提であること、高齢者の二類定
期接種の実施主体であることから、市町村が設定)

※問診のみで終わった場合にも費用徴収可能

接種実施医療機関  国が接種実施医療機関と契約

※4と同様の理由から、接種実施医療機関の選定は市町村が行う。

ワクチン流通  市場流通

低所得者負担軽減措置  国庫補助事業

※平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成臨時補助金

,実施主体  市町村

・補助率  (調整中)

・補助単価  (調整中)

健康被害救済
 警島 lrXtttltパ 3防摯種による健康被害9救済等に関する特別措

６

　

７

副反応報告  医療機関から国に直接報告



3価ワクチン
接種開始

根拠 事務次官通知 予防接種法
事務次官通知

(予定)

予防接種法
(改正案)

医療機関との
契約 市町村

国
※新臨時接種に移行するこ
とを前提に市町村が選定

市町村

接種費用の

設定 市町村 市町村 市町村

ワクチン流通 国が流通管理 市場流通※

負担軽減

措置

市町村 (国庫補助)

※国1/2都道府県1/4

¬F田丁本寸1/4

市町村
(一般財源)

(調整中)

市町村 (国庫補助)

※国1/2都道府県1/4

市町村1/4

健康被害
救済

特別措置法

【Eヨ 10/10】

障害年金 (1級 )

272万円/年
遺族一時金 714万円

※改正法案成立後、政令改
正により給付水準を新臨時
接種と同程度に引き上げ

予防接種法

【国1/2都道府県1/4

市町村1/4】

障害年金 (1級 )

272万 円/年
遺族■時金 714万円

特別措置法

【Eヨ 10/10】

障害年金 (1級 )

272万円/年
遺族一時金 714万円

※改正法案成立後、政令改
正により給付水準を新臨時
接種と同程度に引き上げ

予防接種法
【国1/2都道府県1/4

市町村1/4】

障害年金 (1級 )

381万円/年
死亡一時金 3,330万円
(※被害者が生計維持者の

場合)

ワクチン接種事業と新臨時接種 (案 )

※改正法案が成立・施行され、今シーズンにおいて新臨時接種を実施する場合



予防接種法等の一部を改正する法律案が成立してから1か月後を目途に新臨時接種
を実施することとしたいが、それまでの間は、臨時的措置として国事業として実施する。
ただし、途中から新臨時接種に移行することを念頭に、市町村が接種費用の設定等を行
う方式に変更する。

ヽ

‐市町村

ワクチン購入

接種に関
する委託
契約

※市町村は、接種を受ける低所得者に対して、負担軽減措置を実施 (国庫補助事業について調整中)

○国は、10月 から接種事業の実施。

○市町村は、接種費用の設定、接

種実施医療機関の確保を行う。

○都道府県は、市町村が設定した

上記の内容を国に報告。

○国は、市町村が設定した内容で

接種実施医療機関と契約。

○医療機関は、国との契約により、

ワクチンの接種を希望する接種

対象者に対してワクチンの接種

を実施する。

○医療機関は、ワクチンの接種を

受けた者又はその保護者から、

接種費用を徴収する。

接種費



○ワクチンの購入及び販売業
者への売り払い

○受託医療機関との契約
○接種状況の把握
○副反応の把握及び評価
○健康被害救済の申請の受理、

審査、決定
○接種費用の負担軽減措置
(補助単価の決定、費用負担 )

平成21年度 平成22年度(10月 1日 からの事業)(案 ) 平成22年度(新臨時接種)(案 )

○ワクテンの流通支援
○受託医療機関との契約
O接種状況の把握
○副反応の把握及び評価
○健康被害救済の申請の受理、

審査、決定
○接種費用の負担軽減措置
(補助単価の決定、費用負担)

○広報日本目談

○市町村に対する円滑な接種
の協力

|○ワクチンの流通支援
○接種状況の把握及び報告
○接種費用の負担軽減措置

(費用負担)

○広報日本目談
○国及び市町村の連絡調整

‐   |     1 1              . :::. |・

P讐寒1申警冑ⅢⅢII
O管内における計画的な接種

の推進・調整

8棲駆溜8紫覇籠|
(費用負担)    ‐

|

○広報・本目談      |

○ワクチンの流通支援
○接種状況の把握
○副反応の把握及び評価
○健康被害救済の申請の受理、

審査、決定
○接種費用の負担軽減措置
(補助単価の決定、費用負担)

○広報日本目談

○ワクチンの接種スケジュール
の決定

○ワクテンの流涌管理
○接種状況の把握及び報告
○接種費用の負担軽減措置

(費用負担 )

○広報日本目談

こ○国及び市町村の連絡調整

○市町村に対する円滑な接種
の協力

○ワクチンの流通支援
○接種状況の把握及び報告
○接種費用の負担軽減措置

(費用負担 )

○広報 ,相談
○国及び市町村の連絡調整

1増:な催議菖:羞■
r11■ |||■ ||||||.● :|■●■・1111■ |

1践 奥雛 呻 撃1讐
■0接種状況の把握及び報告:

1‐9接種費用の負担軽減措置‐|
■■〈費用負担)|   |  |
O広報・相談   ‐

用の設定 |‐ ■ ■i,1

10穫種葉琵産蓑機能あ萎轟
|・ 1契約 :● :11 1■

|||

o接種の勧奨    :
‐o管内における計画的な接種

の推進・調整
○接種状況の把握及び報告

10接種費用の負担軽減措置
‐

(費用負担)



新型インフルエンザワクチン接種 スケジュール (案 )

7月 8月 9月 10月

都道府県、市町村への説明、施行準備

ワクチン接種実
施要綱策定

接種実施

医療機関
との契約

広報

※
ワ
ク
チ
ン
接
種
実

施
要
綱
案
提
示

※
負
担
軽
減

要
綱
案
提
示

※
負
担
軽
減

要
綱
案
提
示

接種実施医療
機関決定

医療機関との契

約内容 (接種費
用等)決定

※現行接種実施医療
機関との契約解除

¨¨【¨一¨】一▲二（̈
・・・・・・・・・ロ

¨】¨】¨¨一

接種実施医療機関
口接種費用につき
国に報告

既存予算での対応
9月 議会での対応

※首長専決処分
→12月 議会

″:幸風

″:幸反

市町村

※高齢者については
定期接種としての位
置付けがあることも踏
まえ、従来と同様に
対応することも可。

負担軽減措置検討

広報準備

実施要綱等の作成、規則改正等

既存予算での対応
9月 議会での対応

首長専決処分

ゴr]琶t_1こ考
≦事ダ

|

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
（３
価
）
開
始

市
町
村
向
け
説
明
会 国及び市町村の連絡調整

接種費用の設定
(医師会との調整) 接

種
実
施
医
療
機
関

・接
種
費
用
に
つ
き

都
道
府
県
に
報
告

接種実施医療機関の照会・集約



8月 9月

医師会等関係団体との協議・調整
接種費用の決定

接種費用の設定

接種協力医療機
関の確保

負担軽減措置

広報

医療機関への照会・集約
関係団体
への連

‐

(～8/6)     (～ 8/27)~~~~~T¬可
……lFEtt「

●●口●■●●●●●■■●●●■●●●●●■●●●●● 0● ■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●■●■●●●oo● ●●●●●●●●●口●● 3

における委任

状の取りまと

め・リストの作

接種協力医療機
関との契約

市町村におけ
る契約書の取
りまとめ・国
への送付

公報原稿の作
成

実施要綱等の作成・

規則改正等

公報

ロ              ロ
「

~藤 ~~… ~~罐 輌

l「

饉 嗜
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贖
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・
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※予診票は標準となる様式を国が作成し、HPからダウンロードできるようにするが、市町村が独自に作成することも可能

新
型
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
開
始

国おける

契約手

続き・契

約書写し
の送付

都道府

県医師
会におけ

る委任状
の取りま

とめ・契
約書の

作成・国
の送付



9月 10月 11月 12月

接種協力医療
機関との契約

負担軽減措置

■■口●●■●■■●●●●●●●●■●■■●■ロロ■●●●■●●■●●●

実施要綱等の作成・

規則改正等

公報

契約の締結

∞

″:幸風

予診票の作成

新
‐

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ
ワ

ク
チ
ン

接

種

事

業

開

始

医師会
等との

等関係機関
調整

壬曇膚昌ξgら塾 囲

入 札 ・F口 昴1

新

臨
時
接

種

の
指

示

（仮
）囲 □



※新臨時接種移行に当たつての留意点

口接種実施医療機関との契約

(国との契約から市町村との契約へ)

・低所得者負担軽減の費用について、補助金から負担金

=   への変更

・健康被害救済について、特別措置法から、予防接種法に
基づく制度への変更 ‐

(国 10/10→ 国1/2都道府県1/4市町村1/4)

※特別措置法の健康被害救済の給付水準もさかのぼつて引き上げ。



‐

(資料3)

新型インフルエンザワクチン接種
事業について(案 )

・現在、検討中の案であり、地方公共団体において早急に準備を進めて

いただく観点から提示するもの。

・今後、地方公共団体からのご意見等を踏まえ、変更する場合がある。



ア 現在の接種事業に係る契約の解除

国は、新型インフルエンザワクチン接種事業に基づき、現在、国とワクチンの接種等に
関する委託契約を締結している医療機関について、平成22年 9月 30日 をもって、契約
を解除する。

【具体的な事務】

①引    亀鷲群覇這     G議 易を厚生労働省ホーム
③都道府県は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨を市町村に連絡する。

④都道府県医師会は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨を郡市医師会に連絡する。

⑤
理纂健畠|ビ督瑞庁奄lル

エンザ予防接雫事業が終了された旨をホームページ等を通じて、管下の

T″ 蟹層倉蓄だ琶乱等蒼:ル
エンザ予防接種事業が終了された旨をホームページ等を通じて、管

里要界朝″理蒼雲臭星裁争写哲警套言場機尭轟曇獣 、
確保に関する協議の際に、新型インフル



イ 新型インフルエンザワクチン接種事業(10月 1日 から新臨時接種開始まで)におけ
る接種医療機関の確保及び契約の締結

(ア )接種医療機関の確保

市町村は、昨年度のワクチン接種事業の委託契約医療機関及び接種の状況並
びにこれまでの予防接種法による定期接種の実施に基づく委託契約医療機関及び
接種の状況等を勘案し、今年度における新型インフルエンザワクチンの接種が、高
齢者以外の者に対しても接種を実施することとなることを踏まえ、10月 以降及び新
臨時接種開始後の新型インフルエンザワクチンの接種が円滑に実施できるよう、医
療機関(診療科)の不足、偏在がないか等について考慮しつつ、郡市医師会その他
医療関係団体等関係機関と協議、調整の上、新たに接種協力医療機関を確保する。

【具体的な事務処理】
①市町村は、新たな接種医療機関を確保するため、郡市医師会及び医療関係団体等関係機

関と協議及び調整を行う。
②郡市医師会及び市町村は、管下の医療機関と調整を行い、接種協力医療機関を確保する。
③市町村は、接種協力医療機関についてリストを作成し、郡市医師会に通知するとともに、都
道府県を通じて国に報告する。



(イ )契約の締結

国は、市町村が取りまとめた接種協力医療機関について、医師会又は市町村の取りまと
めのもと、10月 1日 までに、ヮクチンの接種等に関する委託契約を締結する。
※市町村が行う二類定期接種に係る医療機関との契約における事業の始期については、

今般の国が行う契約の始期である10月 1日 からとする。

①医師会が取りまとめる医療機関との委託契約の締結
①市町村が確保した接種協力医療機関のうち、郡市医師会の取りまとめのもとでの委託契約の締結を希望する医
療機関は、委任状を作成し、郡市医師会に送付する。

: 了 渥[勝
|&

瀧 F師
会を通じて、

争
医療機関に周知する。

②市町村が取りまとめる医療機関との委託契約の締結
①確保した接種協力医療機関のうち、医師会による契約の締結を行わない医療機関が、国との委託契約の締結
を希望する場合には、契約書を作成し、市町村に送付する。

を作成の上、国へ送付する。
′を、都道府県及び市町村を経由して、委託契約を締結し

④国は、リストを作成し、都道府県及び市町村に送付する。

所定の独立行政法人等が取りまとめる医療機関との委託契約の締結
―

ロロー①市町村が確保した接種協力医療機関等のうち、国が所管する独立行政法人等に属する医療機関であって、上記による契約の締結を行わない医療機関等については、別途、厚生労働省と協議の上、契約を締結することとする。′ ヽ 1壼 ‖ 斗  ::‐ 7L=′ 卜 r■ :  土

"ヽ

‐ n■ :日 ―
"ド

ー ‐
―

ニ ュ
=_ヽ

ユ ′ :一 L"②国はtリストを作成し、都道府県及び市町村に送付する。



※
由―》 は現行事業、欅 は新たな事業

厚 生 労 働 省

□契約
の解除

都道府県医師会

□契約
解除の

連絡

リスト

の通知

か、リスト

の通知
②契約書・

リストの

送付

市町村

市町村が確保した医療機関のうち、
市町村が取りまとめる医療機関

１
１
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｉ
Ｅ
Ｅ
↓
▼

１

日

‥

―

ト

ロ

ー

ー

ロ

Ｖ

□契約の
解除

ヽ E]接種医療機
関の確保に

関する協議・

いけめ

③
契
約

‥
日
１
‥
―
１
１
１
↓
▼

郡市医師会

市町村が確保した医療機関のうち、
医師会が取りまとめる医療機関

都道府県

医療関係団体
等関係機関

日
の‐

‐

‐

‐

ψ

約

除

契

解

□

国が所管する独立
行政法人等

市町村が確保した医療機関等の
うち、国直轄の医療機関等 (矯正
施設等 )



ウ 新型インフルエンザワクチン接種事業から新臨時接種に移行する場合における接種
医療機関の確保及び委託契約の締結について

(ア )新型インフルエンザワクチン接種事業 (10月 1日 ～新臨時接種開始前まで)に係る
契約の解除

国は、新型インフルエンザヮクチン接種事業に基づき、lo月 1日 以降、国とワクチンの
接種等に関する委託契約を締結している医療機関について、改正予防接種法に基づく―           ― ・―――‐′・ ヽ

=●― =′
‐
`・
 ― 一 ―   ヽ 、 ―― 一

 J  :d″ J』 ス
‐1=“ 導 ―

新臨時接種の指示により示された接種開始日の前 日をもって、契約を解除する。

|(イ )接種医療機関の確保及び委託契約の締結
ミ

10月 1甲 からの新型インフルエンザワクチン接種事業の開始に当たり確保した医療機
関を対象に、これまで予防接種法に基づく案報壕揮を実施に係る委託契約の方法等を目 ‐ _L- 4pr L ●__ニ

ー
上 :PS^● .-1__―

一 =・・・ ― ― ‐ ・ ―

踏まえ、新たに市町村が当該医療機関と契約を締結するものとする。



接種費用の設定

市町村は、原則、新型インフルエンザワクチン接種事業における低所得者に対する接種費用の助
成に係る国庫補助基準額の範囲内で、当該市町村に所在する医療機関において接種する場合の接
種費用を設定する。

ただし、従来から実施している季節性インフルエンザワクチン接種における接種費用との整合性を
勘案し、市町村の判断により、上記基準額と異なる接種費用の設定は可能とする。

なお、国が提示する国庫補助基準額を上回る接種費用設定により、市町村の超過負担が生じな
いよう、厚生労働省として、上記内容について、社団法人日本医師会に申し入れている。

0

市町村は、それぞれの区分に応じて設定した接種費用の額について、都道府県を経由して、国に
報告する。

市町村は、接種費用を設定する場合、郡市医師会その他の団体等関係機関と十分な協議を行う。

協力・支援

都道府県は、市町村が接種費用を設定するに当たり、必要な協力及び支援を行う。



接種費用の設定に
関する協議・調整

○市町村は、原則、新型インフルエンザワクチン接種事業における低所得

言』鼈 炉篇曇霧ぎ
助成IF係る国庫補助基準額により、以下の区分

①l回 目の接種の場合
②2回 目の接種であって1回 目の接種を当該受託医療機関が行つて

いる場合
③2回 目の接種であって1回 目の接種を当該受託医療機関が行つて

いない場合
④発熱等により接種を行えなかった場合

○ただし、従来から実施している季節性インフルエンザワクチン接種におけ
る接種費用との整合性を勘案し、上記基準額と異なる接種費用の設定
は可育ヒ

※国が提示する国庫補助基準額を上回る接種費用設定により、市町村の超過負担が
生じないよう、厚生労働省として、上記内容を、社団法人日本医師会に申し入れて
い25。

連携N

協力
支援

区分ごとの接種
費用の報告

市町村が設定した接
種費用で契約を締結

都道府県

市町村ごとに取りまとめた
接種費用を報告 ヽ



接種対象者
○接種対象者は、全国民とする。

十分な免疫をつけることが困難であると考えられる。
した上で、強く希望する場合は、接種を行うことを

優先接種対象者及び接種スケジュールの設定
○インフルエンザHAワクチンの製造及び確保の状況等から、10月 1日 から開始される新型インフル

エンザワクチン接種事業及び予防接種法に基づく新臨時接種においては、優先接種対象者及び接
種スケジュールは設定しない。

∞

接種の場所

○厚生労働大臣と新型インフルエンザワクチンの接種等に係る契約を締結した医療機関で行う個別
接種を原則とする。

犬況及び地域分布等を踏まえ、事故防止対策及び
ヒで、保健所、保健センター等の都道府県や市町
:機関が当該施設等を活用し、集団的接種を実施

受託医療機関は予防接種済証の交付等を除く委

雅縣:鰊i楽鴛駐 場襄予嘉£卜」つ31謝限
を

挙甦諮蚤壕:峯取単8羹理毒雛 優罐胃挙
外が実施する場合は、国と事前に協議し了解を~る
ため、当該医療機関から再委託を受けることす

る。

必 黎 馴 囁 留 11電搬 薦



Φ

接種の方法
・

※高齢者には、季節性インフルエンザ、新型インフルエンザ (A/Hl Nl)の 両方に対するインフルエンザHAワ クチン〈3価ワクチン)の
接種が原則となる。

憔 、
1越臨 鋼17酷斃燎 墨震憾1黒識 1栽I埋款縣霊鵠彗躙

※インフルエンザHAワクチン(3価ワクチン〉及びA型インフルエン
1せょ晃轟嘉者碁κど Xl寧よ

ワクチン〉を13歳未満の者に2回接種する場合の接種間隔は、1週間から4週間(4週間おくことが望ま
※いずれも平成22年7月 28日 時点の状況であり、今後変更される可能性がある。

対象 接種
回数

接種量 注射方法

インフルエンザHAワクチ
ン〈3価ワクチン〉

1歳未満の者 2回 0.lrnl 上腕伸部に皮下接種
1歳以上6歳未満の者 2回 0.2rni 上腕伸部に皮下接種
6歳以上13歳未満の者 2回 0.3rnl 上腕伸部に皮下接種

13歳以上の者 1回 0.5rnl 上腕伸部に皮下接種

A型インフルエンザHAワ
クチン(HlNl株 )〈 1価ワ
クチン〉

同上

アレパンリックス(Hl Nl)
筋注〈GSK社製ワクチン〉

6か月以上1歳未満の者 1回 0.25rnl 大腿前外側部に筋肉内
接種

1歳以上10歳未満の者 1回 0.25rnl
上腕三角筋部に筋肉内
注射

10歳以上の者 1回 0.5rni
上腕三角筋部に筋肉内
注射



〇

○予防接種法に基づく二類定期接種の対象者に対しては、二類定期接種に用いている予診票を使
用して差し支えない。

○上記以外の者に対しては、別添に示すそれぞれの区分に応じた様式を用いることを原則とする。
O留意事項
二市町村は、接種対象者や医療機関の利便性等を踏まえ、新臨時接種が開始された以降も同様の
様式が使用できるよう、新型インフルエンザ接種事業開始時から自ら予診票を作成することは差し
支えない。
その場合にあっては、接種対象者が全国民であること、接種できるワクチンが複数あり、接種希望
者が接種されるワクチンの有効性及び安全性等を認識し同意した上で接種が受けられること等に
配慮する。

・低所得者に対する費用負担措置を講じるために必要な文章等を追記することは差し支えない。
・新型インフルエンザワクチン接種事業実施時においては、予診票は、厚生労働省HPからダウン

ロードする。

予防接種済証の交付

○予防接種後は、別添に示す新型インフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。
○乳児又は幼児については、予防接種済証の交付に代え、母子健康手帳に予防接種の種類、接種
年月日、その他証明すべき事項を記載する。

O予防接種済証には受託医療機関名及び代表者名を記載するが、代表名は、接種を行つた医師名
でも可能とする。

O予診票は、厚生労働省HPからダウンロードする。



〈難 だ召当   ) くれ た1::|!:   〉
診察前の体温 度

住 所

受ける人の氏名

男

女

年

日

生

月

明治・大正
   年

昭和・平成

(満   橙

月 日

ヵ月 )

保護者の氏ら

L―

…
365良以■o■

質 問 事 項 回笞楓 医師 1己 入楓

病名(

)

治簑帷藁など)を 受けていますか。

_二⊇里菫望を堕塾型」二奎型塾2■堕壁種を受けてよいといわれましたか、

はt

はし

はじ

いいえ

いいえ

いいテ
今日体に具合の思いところがありますか。

暴本的な症状を書いてください.(
は い いいえ

最近 :ヶ 月以内に、家族や遊び仲間に、インフルエンザ.麻しん.風しん、水疲.おたら、くかぜ
二~

などの病気の方がいましたか。

―                                                                                                             ｀

は い いいえ

最近lヶ 月以内に予防1lIIを 受けましたか,                      ~
_予防11種の種類(            =_                    , は い いいえ

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接l■を受けたことがありますか,~~~~…
その際に具合が悪くなったことはありますか

はい
:ま い

いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ以外の予防1,
予防接種のll類 (                                ) いいえ

Ltt■
吾、1根11鷲翼よ生席塁t集者聾琉?具↑

蔽
¬驚

がありますか,「

_tのとき熱が出ましたか。        _

いいえ

いいえ
いいえ
いいえ_J観言に予防,■ ,■を受けて具合が悪くなった方||いますが いいえ
いいえ

Iい O pJ籠 1■はありますか いいえ

盆禽[ごとF｀

怖離働f昌露睡賠L;チン]著盤在及臨役導lψこ鴇接llm腋謝剤度について、

被 1

マ鵞藝翼了鷺菖[lX工上下
t

平成  年  月 日 本人自署

フクテンメーカー名、ロット番号 実施場所 医師名 接tl年 月日

診察前の体温 度

住 所

受ける人の氏名

男

女

年

日

生

月

明治・大正
   年  月  日

昭和・平成

満ヽ 歳 ヵ月 )

保護者の氏名

質 問 事 項 回答掴 医師記入欄

現在、何か病気にかからてぃまずか
病名 (

治農 (投 薬など)を 受けていますか .

…

1=は 、今 日の予防接程を受けてよいといわれまtr‐ か

いいえ

いいえ
いい彙

_2証至髪士E節直れたことがあ

…今日体に具合の悪いところがありますか

, (                                 、
いいえ

… …
呻

-1… …
―

FLE■
I趣 いいス

鰤 l二奎員α』」b:=1● を』Liてよ11
ユ返懃 JШ旧 日騒盤 たり、壺iに力」蜘 しました力L

_  病亀                       )
I&さ 嘔

ルエンザ .麻しん.風しん、水寝、おたら、くかぜ
などの病気の方がいましたか ,

(病 名

いいえ

最近 lヶ 月以内に予防接糧を受けました

予防接種のll類 ( いいえ
新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接種を

___その際に具合が悪くなうたことはありますか
は い いいえ

いいえ

棚 恵 「

エンザ以外の予晰
=性

を則 すて具合がК なった

…

味 軌
:ま い いいえ

護や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか ,

ひきつけ (けいれん)を おこしたこと力
`あ

りますか。  (     )歳 頃

__二⊇生三壁奎壺墜■■か

いいえ

いいえ

いいえ
__=税者に予防接 IIを 受けて具合が悪くなった方はいますか

全日の予防接祖について賞間があう言〒万:1

女ヽ1■ のみ )現在嬌嬌している、又はII娠している可能性:まおりますか

蹟雫3ぢ露 器亀尋:・ I町 翼 rf亀 ぜ蟹ごrワィFン
の有益L重 篤な副反幕の可相 生などこつtt理解した上t

ロ ゴ 22い り受 HADiン (3風υ チン主〔回困屋,2,コ
□ A型インフ′レエンザHAワ クテン(Hl Nl株 )〔国内産ワクチン〕
ロ アレバンリックス(HlNl)筋 注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕
※ 1妻 租するワクチンにチェックしてください

平成  年  月  日 本人 B署

ワクテンメーカー名、ロット番号 接ll量 実施場所 医師名 接ll年 月日

メーカー名

医師名

摯 l■ 年月日   平成    年    月     日



10 月 以 降

新型インフルエンザ予防接種予診票
く小学校6年生以下の者対象〉

以上の問診及び診察の結果、今日の予防機種は (  可能 ・ 見合わせる  )。
保IE者に対して、予防機種の効果・目的.機種するワクチンの有益性及びEI反応並びに予防接種健康被書救済制度について、
説明した。

記名押印

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・目的、機種するワクチンの有益性、重篤なこり反応の可能性などについて理解した上で、
以下のワクチンの機種を ( 希望します 。希望しません ).

ロ インフルエンザHAワクチン(3価ワクチン)〔国内産ワクチン]

□ A型インフルエンザHAワクチン(HlNl株 )〔 国内産ワクテン〕
ロ アレバンリックス(HlNl)筋 注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕
※ 接種するワクチンにチェックしてください。

診察前の体温 1   度     タ

住 所

受ける人の氏名
男

女
生年

月 日

平成   年   月  日

(済    競   力月 )保護者の氏名

年齢区分 1 1歳未満  2そ の他の者

賞 間 事 項 回答欄 医師記入欄

めなたのお十 ごんの発 薔歴についておたすね します。

出生体 重 (   )3      分 娩時 に異 常がありましたか 。

出生後 に異 常 がありましたか。 赫赫線

なかつた

なかった
ない

生まれてから今までに先天性異常、心臓、腎臓 .肝日、脳神経、免疫不全症 、その他の病気

にかかり、医師の治療 (投薬など)を受けていますか。

病名 (                      )
子 の 嘉 気 の 十 捨 医 に lt_今 日の 手 艦 諄 1● キ・V・け てよい とい わ れ 菫 L■か _

は い いいえ

いいえ
今 日体 I二具含0懇いところがありますかで
二億01な席状弁

=い
てくだ夕い^  `

:31い いいえ

最近1ケ 月以内に、環腰や通ひ仲間に、インフルエンサ、隔しん、風しん、水置、おたふくかせ
などの病気の方がいましたか。

(病名                                )
は い いいえ

最近1ケ 月以内に予防薇租を受けましたか。
予防接種の種類  (                             ) は い いいえ

新型インフルエンサ又は季節I■インフルエンサの予防rF種を受けたことがありますか。
子 の 諄 l~ユ会 ぶ 車

`た
Of‐

「

月 fふ
"奎

十 五、

:31い いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ 以外の 予防接 IIを受 けて具 合が悪 くなつたことはありますか
`

手睛経 30の鮨 鏑   ′ は い いいえ

ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか。 いいえ
柔 や 冥 品 で 反 l●に 発 珍 π ん ま しん 力 出` た り.椰の 具 言 か 思 くra‐つた ことが あ ります か 。

ひきつけ(けいれん)をおこしたことがありますか。 (   )歳 頃
子の″■熱がr・士!f_ハ、_

いいえ
いいえ
いいえ

こ予 防機 細を受 けて■合が 悪くなった方 はいますか .

Iまい いいえ
今 日の予屁
:女性のみ )

いいえ
ていう、又は韓販していう●JttEはありますか。 いいえ

ワクチンメーカー名、ロット番号 機種量 実施場所 医師名 接種年月 日

メーカー 名

Lot No

医師名
機種年月日   平成    年    月    日

新型インフルエンザ予防接種予診票
く小学校6年生以下の者対象〉

診察前の体温 l   度     タ

住所

受ける人の氏名
男

女

年

日

生

月

平成   年   月  日

(満    歳   ヵ月 )俣護者の氏名

撻綺対象者 分 麺
～就学前 )

51～ 4以外の者

年齢 区分 1小 児 (1掟 ～就学前 ) 4_1歳 未満

質 問 事 項 回答ln 医師記入欄

めr●たのおチさんの発百歴についておたすねします。

出生体重 (   )g     分娩時に異常がありましたか。

出生後に異常がありましたか。

軍L幼 児検診で異常があると言われたことがありますか。
赦赫感

なかった
なかつた
ない

=さ
れ コヽ`り7● Cに先人 1■員葛、lLS暉 .菫瞬、■t田、胸碑栓、兄投 4｀

=症、その 1じの病気
にかかり.医師の治療 (投薬など)を受けていますか。

_              病名 (                      )
その病気の主治医には、今 日の予防機種を受けてよし`といわれましたか。

は い いいえ

,日椰 に具書の思いところがありますか 。

具体 的な席状多彗 いてください _  r
Iまい いいラモ

最迪 :ケ 月以内に、頚族や避び仲間に、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ

などの病気の方がいましたか。

(病 名                               ヽ

いいえ

最近 :ケ月以内に予防接種 を受 けましたか
`

予防機種 の種類  ( は い いいえ

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防機種を受けたことがありますか。
その際に具合が悪くなったことはありますか .

はし

はし

いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ以外の予防接種を受けて具合が悪くなつたことはありますか。
予防接種の種類  (                             ) は い いいえ

トリの肉や卵などにアレル

楽や菫品で反肩に発疹やじんましんか出たり、体の具8か思くなつたことがありますか。
ひきつけ(け いれん)を おこしたことがありますか。 (   )歳 頃
そのとき熱力くでましたか.

いし

いし

え

え

え

は い

は い

Bの

か .

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は 〈  可能  ・ 見合わせる  )。
保護者に対して、予防接種の効果・目的、接薇するワクチンの有益性及び

=り

反応並びに予防機種健康披害救済制度について、
説明した。

押 印

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・目的、接llするワクチンの有益性、重篤な副反応の可能性などについて理解した上で、
以下のワクチンの機種を ( 希望します 。希望しません )。

コ A型インフルエンザHAワクチン(Hl Nl株 )〔国内産ワクチン〕
コ アレバンリックス(Hl Nl)筋注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕

ワ
平成  年  月  日

ワクテンメーカー名、ロット番号 接種量 実施場所 医師名 接II年月日

メーカー名

Lot No
医師名

機種年月日   平成    年    月    日



10 月 1 日 以 降 現 行

診察前の体温 度

住 所

受ける人の氏名
男

女

年

日

生

月
平成   年   月  日
(満    歳   力月 )

賞 間 事 項 回答梱 医師記入欄

接l■を受ける方の発育IEに ついておたずねします          ~~~~~~~
生まれたときの体重が少なかったり、出産時、出生後 .乳幼児横診などで異常があると

いわれたことがありましたか
あった なかつた

生まれてから今までに.先天性異常、心臓 .腎臓 .肝臓 .脳 神経、免疫不全症、その他の病気
にかかり、医師の治療 (投薬など)を受けていますか

病名 (                      )
その病気の主治医には、今日の予防接l■を受けてよいといわれましたか

いいえ

いいえ
今日体に具合の悪いところがありますか

_具 体的な症状を書いてください (                           )
いいえ

最近 lヶ 月以内に、家族や遊び仲間に、インフルエン

などの病気の方がいましたか

(病 名

いいえ

最近 1ケ 月以内に予防接根を受けましたか

予防接程の11願 (

いいえ

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接種を受けたことがあります力f~
_二■の時に具合が悪くなったことはありますか

Iまい

はい

いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ以外の予防接l■を受けて具合が悪くなったことはぁりますか
~~~~~

予防接llの 種類 (                                )
いいえ

ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか
_J壁⊆重壺螂 に策疹やしんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか

ひきつけ(けいれん)を 起こしたこと力
`あ

りますか   (    )織 頃
そのとき熱が出ましたか

はい
はい

いいえ

いいえ
近親者に予防 le租を受けて具合が悪くなった芳はいますか

重塁塁上逝重整堅墜壁二全生診断されている方はいますか いいえ
整HIのみ )現在妊颯している.又 は妊眠している可能性はありますか いいえ

新型インフルエンザ予防接種予診票
く中学生に相当する年齢の者対象:保護者が同伴する場合〉

以上の間診及び診察の結果、今 日の予防 1姜 :1は (  可能  ・ 見合わせる  )
本人に対して、予防機種の効果・目的、検種するワクチンの有益性及び副反応並びに予防接饉健康被害救済制度について、
説明した

ワクチンメーカー名、ロット番号 授II量 実施場所 医師名 接種年月日
メーカー 名 実施場所

医師名

_墾J塵J日    平成    年 月

ま
ii5寡

真
i首Elli奮

占:く f4黒象免異FF椒 マ
診や診察を行に予

T薫暦∬厨″Fξ謙君腱占児itだょ、
□ A型 インフルエンザHAワ クチン(HlNl株 )〔国内産ワクチン〕
ロ アレバンリックス(Hlヽ 1)筋 注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕
ヽ 接l■に同意した場合、接llを 希望するワクチンにチェックしてください.、複数司 )

平成  年

新型インフルエンザ予防接種予診票
〈中学生に相当する年齢の者対象:保護者が同伴する場合〉

診察前の体温 1   度

住 所

受ける人の氏名
男

女
年

日

生

月
平成   年   月  日
(満    歳   ヵ月 )

=II対
量量分源 L二農

=島
ロヨ 贔虜  2■ _疇

質 問 事 項 回答l■ 医師記入欄

投l■を受ける方の発育Eについておたずねします

ぃ制 だま
なかったり、出産時、出生後、乳幼児検診などで異常があると あった なかった

生まれてから今までに、先天性異常、心臓.腎臓.肝臓、
にかかり、医師の治療 (投票など)を受けていますか

病名 (
)

その病気の主治Fには、今日の予防接種を受けてよいといわれましたか

いいえ

い い 彙

今日体に具合の悪いところがありますか
__J的な症状を書いて〈ださい (                           )

|ま い いいえ

最近 :ヶ 月以内に、ま族や遊び仲間に、インフルエンザ、麻しん、
などの病気の方がいましたか

(病 名

いいえ

最近 lヶ 月以内に予防接種を受けましたか  ~
)

は い いいえ

新型インフルエンザ又は季節 1■インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか   ~~~~
その摩IF具合が悪くなったことはありますか

はい
1士 い

いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ以外の予防接llを受けて具合が悪くなつたことはありますか
~

予防接llの 種類 (

いいえ

…

舞疹やじんましんが出たり.体の具合が悪くなったことがあり圭すか いいえ
●ぎつ:ア (けいれん,を 起こしたことがありますか   (    朧 頃

_ ■のとき熱が出ました力、
は い いいえ

いいえ
_ユ璽理型

=□
□壁二こ愛けて具合が悪くなつた方はいますか いいえ

重墨塵聾望壁型壁舞寝不全と診断されている方はいますか いいえ
蛭している可能性はありますか いいえ

者の3己入

嗜 躙 ;Iサ1‖1][ililil111診

や診察を郁 、予 お

黒 雛 翼 3塩 1段 だょ 、

F馘 鞣 鰹 卿 餓 露1嵩十
~フ曇 蜘

日

ワクチンメーカー名_ロット轟書 接 l■ 最 実施場所 蜃国名 li饉 年月日
メーカー名

Lっt No

央 詢 場 騎

医 師 名

年     月     日



10 月 1 日 以 降 現 行

診察前の体温 度

住 所

受ける人の氏名
男

女

年

日

生
月

平成   年   月  日

(満    歳   ヵ月 )

質 問 事 項 回答欄 医師記入樹

臓IIを彙ける万の発百Eについておたずねします
生まれたときの体重が少なかつたり、出産時、出生後、手L幼児検診などで異常があると

いわれたことがありましたか
あつた なかつた

生まれてから今までに、先天性異常、心臓.腎臓.肝臓、脳神経.免疲不全症.そ の他の病気
にかかり、医師の治療 (投薬など)を受けていますか

病名 (｀

その病気の主治医には、今日の手防l●|●″曇けてよいといわれ
=l_f‐

か

いいえ

いいえ
今日体|=具合の悪いところ力くありますか
具体的な症状を書いてください (

いいえ

最近 :ケ 月以内に、家族や還び仲間に.インフルエンザ.麻しん、風しん.木 jE、 おたふくかぜ

などの病気の方がいましたか

(病 名

いいえ

最近1ケ月以内に予防;=■を受けましたか
予防接種の種類(                                )

いいえ

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか

その際に具合が悪くなつたことはありますか

いいえ

いいえ
こ1ヽまで1=インフルエンザ以外の予防:■l■を受けて具合が悪くなったことはありますか

予防機種のl■類(                                )
いいえ

いいえ
で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体のユ合が墓くなったことがおり主すか いいえ

甥里黒黒1笙蹄
したことがありますか ( )構頃 はい いいえ

いいえ
近親者に予防 le糧 を受けて具合が蘊くなった方はいますか

一

歩天性免疫不全と診断されている方はいますか

二i上のみ)現在妊嬌している、又は妊颯している可能性はありますか

新型インフルエンザ予防接種予診票
く中学生に相当する年齢の者対象 :保護者が同伴しないする場合〉

入

以上の間診及び診事の結果、今 日の予防接種は (  可能  ・ 見合わせる  )
本人に対して、予防接糧の効果・目的 .接租するワクチンの有螢性及び副反応並びに予防接租健康披害救済制度について、
説明した

保願者の記入佃

上8この質問事項に対し、あなたがle入された回答をもとに。医師が問診や診察を行い.予防接llが可能であると判断した場合.

黙下のワクチンを接租することに (同意します・ 同意しません )         ※播弧内のどちらかをOで日んでください
ロ ユ 2■HAワ クチン(3価ウクチン)r回 肉産ワク手レヽ

□ A型インフルエンザHAワ クチン(HlNl株 )〔 国内産ワクテン〕
ロ アレバンリックス(HlNl)筋注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕
※ 接llに 同意した場合、:姜種を希望するワクチンにチェックしてください。(複数可)

平成  年   月  日

新型インフルエンザ予防接種予診票
く中学生に相当する年齢の者対象:保護者が同伴しない場合〉

医師の 1こ入個

レ上の間じ及びじ察の結果、今日の予防機種は (  可能  ・ 見合わせる  )
本人に対して.予防1lllの効果・目的、接種するワクテンの有査性及び

=り

反応並びに予防接ll健康被害救済制度について、
説明した

ワクチンメーカー名_ロ ット番尋 i■ l■ 量 実施場所 医師名 !妻種年月日
メーカー名

医師名

接租年月日   平成    年     月     日

診察前の体温 1   度     ,

住 所

受ける人の氏名
男

女

年

日

生

月
平成   年   月  日

(満    歳   ヵ月 )

-

1基盤獲豊″右する者  2_1 以外の者

貫 間 事 項 回答個 医師8己入樹

:=理を受ける方の発百匿についておたずねします
生まれたと書の体重が少なかったり.出産時、出生後、乳幼児検診などで異常があると

いわれたことがありましたか
あった なかった

生まれてから今までに、先天性異常、心職、腎臓.肝臓.脳神経、免疫不全症、その他の病気
にかかり、医師の治猥 (投薬など)を受けていますか

病名(                     )
その病気の主治医には、今日の予防接租を受けてよいといわれましたか

いいえ

いいえ
今日体に具合の悪いところがありますか
具体的な症状を書いてください (                           、

いいえ

最近 lヶ 月以内に、家族や遊び仲間に.インフルエンザ、麻しん、風しん、水lE、 おたS、くかぜ
などの病気の方がいましたか

(病 名

いいえ

最近 :ケ 月以内に予防:■租を受けましたか

予防lilEの 租類 (

いいえ

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防:姜櫨を受けたこと力
`あ

りますか
その際に具合が●_くなったことはありますか

はい

:士 い

いいえ
いいえ

これまでにインフルエンザ以外の予防接llを受けて具合が悪くなつたことはありますか
予防接組の組類 (

いいえ

リ ツの目や卵などにアレルギーがありますか いいえ
藁や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり.体の具合が悪くなったことがバリ菫すか いいえ
ひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか   (  ~'歳頃
そのとき熱が出ましたか

はい
はい

いt

いι
近親者に予防機種を受けて具合が悪くなった方はいますか

近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか

(女性のみ)現在妊撮している、又 I■ 妊姫している司鮨倖 l士 ふり
=十

か

以
理rζll`号寛生じ鑑 非ワ澪吉壽私疑』胃裏:;まン:     ※括弧内のどちらかを0で日んでください
ロ アレバンリックス(HlNl)筋注〔グラクソ・スミスクライン株式会社〕
□                                〔ノバルティス ファーマ株式会社1

※ 1壼 l■に同意した場合、1姜性を希望するワクチンにチェックしてください。(複 数司)

年

ヽ



10  月  1  日  以  降

新型インフルエンザ予防接種済証

No

被接種者の住所

被接種者の氏名

生 年 月 日 年    月    日生

※該当する接種対象者の範囲を○で囲んでください。
医療従事者 上 基礎疾患を有する者 上 妊婦
1歳～小学校 3年生 上  1歳未満の小児の両親
優先接種対象者のうち身体的な理由により予防接種が受けられない
者の保護者等  上  小学 4年生～ 6年生 上 中学生

高校生の年齢に該当する者  上  65歳以上の者
上記以外の者

予防接種を行つた年月日

接種回数 ( 1回 目 。 2回 目 )※どちらかを「○」で囲んでください。
接種年月日   平成   年   月   日
ロット番号

メニカー名

平成  年  月 日

受託医療機関名
代表者氏名               印

No.

新型インフルエンザ予防接種済証

被接種者の住所

被接種者の氏名

生 年 月 日     年   月   日生

予防接種を行 つた年月日     平成

接種回数

※どちらかを「○」で囲んでください。

ワクチン名

メーカー名

ロッ ト番号

受託医療機関名

月

1回 目

日

　

　

・

代 表 者 氏 名 又 は

名



1 情報収集・情報提供
:副作用報告・副反応報
:  告情報提供※※

最新の安全性情報の更新
情報整理・評価

専門評価

迅速な直接報告
t,‐

1副作用・冨1反応報告※

・|■

ミ::導

※ 国への報告については、厚生労働省内にトールフリーダイ
ヤル (ファクリミリ)の専用回線を設置予定。

専門家評価
健康局

専門家評価
薬食審

¨
ｌ

ｈ
ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｐ

Ｈ

‥L_____― ―__L

合同開催

医療機関 PMDA

自治体 使用量・

需要量

安全対策・

接種継続・

中止等の判断

副反応情報の共有

10月 1日 から実施する新型インフルエンザワクチン接種事業においても、これまでと同様の体制で
実施するものとする。



N

(1)受託医療機関は、報告基準に該当する予防接種後の副反応を診断した場合、被接
種者又は保護者の同意を得て、「新型インフルエンザワクチン予防接種後副反応報告
書」を用い、速やかに厚生労働省 (フリーダイヤルFAX番号)に報告する。

(2)受託医療機関以外の医療機関においても、副反応を診断した場合は、同様に厚生
労働省に報告をする。

各都道府県及び市区町村は、受託医療機関以外の医療機関に対しても、本実施要
領の周知に努め、予防接種後副反応報告に協力を求める。

(3)上記 (1)、 (2)に基づいて報告された予防接種後副反応報告については、厚生労働
省において、薬事法第77条の4の 2第2項の報告及び「定期のインフルエンザ予防接
種の実施について」(平成17年 6月 16日健繁第0616002号厚生労働省健康局長通知
)の別添「インフルエンザ予防接種実施要領」13の報告とみなして取り扱うこととするた
め、二重に報告を行う必要はない。

(4)厚生労働省において、安全対策のため、予防接種後副反応報告を新型インフルエン
ザワクチンの製造販売業者等に対し情報提供することがある。

医療機関においては、薬事法第77条の3第 1項に基づき、製造販売業者等から副
反応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第2項に基づき、製造販
売業者の当該情報収集への協力に努めること。



∞

○新型インフルエンザワクチン接種者数については、「受託医療機関における新型インフル
エンザ (ⅣHlNl)ワクチン接種実施要領」(平成21年 10月 13日 付厚生労働省発健101
3第4号厚生労働事務次官通知)に基づき、期限までに厚生労働省への報告を求めてい
るところ。

○しかし、現状は報告が遅れたり、報告をいただけない受託医療機関が多数ある。
○早急に副反応の発生頻度を把握することが行政として必要であり、10月 1日 以降は、報

・

告様式を改訂し簡素化するので、これまでと同様の手順により、引き続き速やかな報告を
お願いする。

◆事務の流れ

L



◆報告様式の新旧対照表

降以日1月10 行現

新型インフルエンザ1奎糧書41告書 (受籠医療機関用 )

(用 紙 株 式 3)

※ 項 目につい ては 口 壼 中

=療
機関名

la告期 間 平成  年  月  日 ～ 平 成  年  月  日

臓種 書 敗 日 肉 産 ワ クテ ン
0入ワク
チン(CS
く社製ワ
ンチン)

3薔ワウ手シ 1儘 ワ ク 手 シ

1同 日 ク向 自 合 鮮 1回 目 2回 日 合計

つ0000

ヽ0000

ヽ6000

彗計



ヽ
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◆新型インフルエンザワクチン接種事業に基づき接種した場合

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づく救済

制度が適用され、健康被害を受けた者等は、国に対し、直接 、申請等を行う。

◆事務の流れ

◆新臨時接種により接種した場合

予防接種法に基づく定期予防接種に係る救済制度と同様に、健康被害を受けた者等は

市町村に対し申請等を行い、市町村は都道府県を通じて国に申請書類を提出し、国は認定
等を行う。

¨

一
　

・“

″
・

¨

¨
　

．・・‥
・・．

闇
日
目
日

厚
生
労
働
省

疾
病
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害

認
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査
会

予
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接
種
健
康

被
害
調
査
委
員
会



ワクテンの供給及び流通

ヽ

【3価ワクチンについて】

○第13回インフルエンザワクチン需要検討会{7月 12日 )を開催し、以下の結論が得られたところ

①医療機関及び世帯を対象としたインフルエンザワクチンの需要調査*1によると、今シニズンのワク
チン需要量は、2,230万本～2:670万本

*2と
見込まれること。

*1当該調査は季節性インフルエンザワクチンについての需要調査である。
*2 1mLバイアル換算、新型インフルエンザ(A/Hl Nl)株を含む3価ワクチンとして製造予定

②現時点における製造販売業者の製造予定量は最大で2,900万本程度となる見込であり、予想さ
れる需要に対して、十分な製造・供給能力は確保されていると考えられること。

③新型インフルエンザ(A/Hl Nl)ワクチンについて本年11月 までは昨年度の国在庫の1価のワク
チンが7,300万回分以上あり、3価ワクチンが約2,900万本(5,800万回分)程度生産される

ことから、概ね国民全員分に対応が可能と考えられる。ただし、3価ワクチンについては、二一ズを踏
まえ、ある程度余裕を持つた生産が必要であると考えられること。

④今シーズンは、医療機関のワクチンの過剰注文を防ぎ、卸売販売業者が保有する在庫管理を徹
底するなどの従来の対策に加えて、新型インフルエンザワクチンの接種方針を踏まえた適切な方
法による安定供給対策に努めること。

03価ワクチンの流通に関しては、通常の市場流通であるが、国は安定供給に関する通知を発出する。

○都道府県は、国より発出される安定供給に関する通知に基づき、管内体制づくり及び関係者へ周
知すること。



【1価ワクチンについて】

○国内産及び輸入ワクチンのうち、本年10月 1日 以降に供給されるものについては、国
が販売業者 (以下「販社」という)、 卸売販売業者 (以下「卸業者」という)にウクチンを売却
した後はt通常の市場流通とする。(今後、別途通知する。)

○国は、販社 (国内産ワクチン)又は卸業者 (輸入ワクチン)からの供給申請に基づき、当
該ワクチンを売却する。

○都道府県は、円滑な流通、在庫の偏在を防止する観点から、必要に応じて、受託医療
機関及び卸業者と連携し、情報を集約することや、受託医療機関に対して現に必要な量

卜   のみを発注するよう周知する。

(現行の1価ワクチン流通スキーム) (10月 1日 以降の 1価ワクチン流通スキーム )
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【1価ワクチンの最大出荷可能量について(7月 14日 現在)】

(単位 :万回分)

※当月有効期限切れのものは前月まで出荷可能としている。
※GSK社製は5月 26日現在の国への納入量を基にしている。(9月 末で全量納入予定)

※国内産ワクチンは未出荷分及び流通段階からの引き上げ分の合計である。

【返品の取扱について】          
・

厚生労働省は、販社又は卸業者に対して売却したヮクチンについて、原則、返品を受
け付けない。また、再配分等を目的に流通在庫の引き上げ等を予定していない。
このため、都道府県は、管内受託医療機関や卸業者等の管内流通関係者 I二対して、当
該ワクチンは原則、返品が認められない旨を周知すること。
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GSK 4,46ラ 4.46ラ 4,467 4.461 4,467 4.46ラ 4.092 2,152

最大出荷可能量 7,382 7,382 7.377 7.33C 6.614 5.579 4.254 2.152
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【保存剤が添加されていない製剤について】

保存剤の添加されていないワクチン接種を希望する妊婦には、1価ワクチン、3価ワクチ
ンともにチメロサール等の保存剤が使用されていない0.5mLバイアル製剤又はシリンジ
製剤が使用できることとされている。
同製剤の供給に当たっては、産科及び産婦人科への納入を優先した上で、余裕がある

場合は、他の診療科への流通体制を整備し妊婦以外の接種対象者への接種も検討する
こと。

また、保存剤の添加されていないワクチン接種を希望する妊婦には当該製剤が使用でき
ることを市町村と連携の上広報すること。

(1価ワクチン) (3{面ワクチン)

数量 (※ 1) 約590万本

出荷時期 (※ 1)
9月 下旬以降順次

銘柄

※1

※2

北里研究所 北里研究所・阪大微研

今後の国家検定結果等により数量、出荷時期に変更があり得る。

昨年度より供給している1価ワクチンのO.5mL製剤は、本年8月 3日 で、全て有効期限が切れる。

約1万本

8月 中旬以降順次 (※ 2)




